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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会委員等名簿 
 

番号 町 名 区  分 氏  名 役 職 名 

１  町  長 石 川 光 男 会 長 

２ 第２号委員 議会議長 後 藤 一 志  

３ 第２号委員 議会議員 堀 井 克 見  

４ 第２号委員 議会議員 千 田 正 英  

５ 第３号委員 住民代表 佐々木 吉 男  

６ 第３号委員 住民代表 鈴 木 久米雄  

７ 

天王町 

第３号委員 住民代表 三 浦 トシ子  

８ 第１号委員 町  長 千 田 鐵太郎 副会長（職務代理） 

９ 第２号委員 議会議長 赤 平 末次郎  

１０ 第２号委員 議会議員 小 林 友 明  

１１ 第２号委員 議会議員 大 澤 一 義  

１２ 第３号委員 住民代表 舘 岡   哲  

１３ 第３号委員 住民代表 南 都 武 男  

１４ 

昭和町 

第３号委員 住民代表 淡 路   徹  

１５ 第１号委員 町  長 小 玉 久 男 副会長 

１６ 第２号委員 議会議長 門 間 英 也  

１７ 第２号委員 議会議員 佐 藤 正 信  

１８ 第２号委員 議会議員 伊 藤 栄 悦  

１９ 第３号委員 住民代表 伊 藤 義 弘  

２０ 第３号委員 住民代表 鈴 木 政 亞  

２１ 

飯田川町 

第３号委員 住民代表 小 玉 喜久子  

２２ 秋田県 第４号委員 秋田地域振興局長 三 浦 貞 一  

 

天 王 町 監 事 代表監査委員 米 谷 一 成  

昭 和 町 監 事 代表監査委員 鎌 田 勝 美  

飯田川町 監 事 代表監査委員 渡 邊 晋 二  
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新市名称応募に係る記念品贈呈者の抽選について 
 
１．記念品について 
①名付け親賞  １名   ５万円の旅行券 
②優 秀 賞  ９名   ５千円の図書券 
 
２．名付け親賞、優秀賞の決定方法 
 名付け親賞（１名）は、新市の名称として選ばれた「潟上市」の応募者の中

から、抽選し１名を決定する。抽選は、第１３回合併協議会（４月１５日昭和

町農村環境改善センター）において公開で行う。 
 抽選方法は、「潟上市」応募者一覧の番号（番号は応募用紙到着順）を使用し、

抽選器（回転式）により会長が行う。 
 優秀賞は、名付け親賞の抽選から漏れた応募者９名が対象となる。 
 
３．各賞の贈呈時期について 
 贈呈は、第１４回合併協議会（５月２０日天王町福祉センター）において「名

付け親賞」の贈呈を行い、「優秀賞」は、贈呈対象者に事務局が贈呈する。 
 
４．名付け親賞、優秀賞受賞者の公表 
 名付け親賞、優秀賞の受賞者は、５月１日発行の協議会だより、協議会ホー

ムページ、各町広報で公表する。 
 受賞者は、氏名と町名のみを公表する。 
 
 
 
※募集要項抜粋 
（周知方法及び結果の公表） 

第３条 名称応募の条件、方法及び結果の公表については、合併協議会ホーム

ページ、合併協議会だより、３町の広報等により周知する。 

（記念品贈呈） 

第６条 記念品の贈呈対象者等については次のとおりとする。 

①贈呈対象者 

賞品の贈呈対象者は、新市の名称として採用された名前を応募した者とする。

なお、該当する者が複数の場合は、抽選により決定するものとする。 
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「潟上市」応募者一覧 

番号 応募者 町名 

1 佐藤
サトウ

 義久
ヨシヒサ

 昭和町 

2 門間
モンマ

 光夫
ミツオ

 昭和町 

3 海山
ウミヤマ

 弘
コウ

次郎
ジロウ

 天王町 

4 徳原
トクハラ

 津
ツ

喜
キ

子
コ

 昭和町 

5 佐々木
ササキ

 初
ハツ

恵
エ

 昭和町 

6 畠山
ハタケヤマ

 忠
タダシ

 昭和町 

7 畠山
ハタケヤマ

 常子
ツネコ

 昭和町 

8 畠山
ハタケヤマ

 健一
ケンイチ

 昭和町 

9 藤原
フジワラ

 博子
ヒロコ

 昭和町 

10 小林
コバヤシ

 友明
トモアキ

 昭和町 

       ※番号は、応募用紙到着順に記載しています。  
 
 



目標時期 合併協定項目 市町村建設計画 住民への情報発信 県知事 総務大臣

平成１６年

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１７年１月

〜

３月

平 成 １ ６ 年 度 事業 計画に基づくスケジュール

合併協定項目調整
方針の提案

協　議　会
（4/15)

協　議　会
(5/20)

協　議　会
(6/17)

協　議　会
（7/15頃）

建設計画案提出

原案策定方針

建設計画案確認

建設計画決定

協議会だより：毎月

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：随時更新

各町で住
民説明会
（予定）

建設計画内協議

回　　答

正式協議

回　　答

申請書受理

県議会議決

合併の決定 届　　出

告　　示

建設計画に係る協
議開始（県事業）

協議終了（合併協定書の調印）

合併議案の提出・議決

合併申請書の作成

新市発足準
備作業

協　　議

回　　答

合併の効力発生

合併に伴う関連議案の議決
（一部事務組合等）

報告の受理 報告の受理
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報告第１６号  

 

 

新市建設計画（案）について 

 

 

 

新市建設計画検討委員会から提出された新市建設計画（案）について、次のとおり報告する。 

 

平成１６年４月１５日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 
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平成１６年 ３月３１日 
 
 
 
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長 石 川 光 男 様 
 
 
 

新市建設計画検討委員会 
委員長 佐々木 吉 和 

 
 

新市建設計画（案）について 
 
 
 新市建設計画検討委員会は、合併協議会幹事会及び企画部会が作成した新市建設計

画（素案）について検討、協議いたしました。 
 新市建設計画は、合併後の新市のまちづくりの基本となるものであることから、３

町の一体性の速やかな確立及び住民福祉の向上等を図るとともに、地域の均衡ある発

展に資するよう配慮し、委員のあらゆる観点からの意見調整を踏まえ、慎重に検討を

進めてまいりました。 

 新市の将来像である「活き生き３６０００の夢づくり 一人ひとりが輝く ひとと

環境に優しい田園都市」の実現をめざし、地域住民のためよりよいまちづくりが進め

られることを望み、新市建設計画（案）を提出します。 
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新市建設計画検討委員会検討経過 

 

第１回：平成15年 10月 27日（月）天王町福祉センター 14:00～15:50  

○ 開催内容 

(1)委員長・副委員長の選任 

• 委 員 長 佐々木吉和委員(天 王 町)  

• 副委員長 加藤金一郎委員(昭 和 町)  
•   〃      鎌 田 善信委員(飯田川町)  

(2)新市将来構想について説明 

 

第２回：平成15年 11月 26日（水）天王町福祉センター 13:30～16:35  

○ 開催内容 

(1) 住民アンケート調査・住民説明会の結果報告 

(2) 新市建設計画（素案）について説明 

４章 主要施策 

(3) 班別協議（関係部会長出席） 

1班 環 境 班  

2班 インフラ整備班  

3班 福祉・保健班  

(4) 全体協議 

 

第３回：平成15年 12月 2日（火）天王町福祉センター 14:00～17:00  

○ 開催内容 

(1) 新市建設計画（素案）について説明 

４章 主要施策 

(2) 班別協議（関係部会長出席） 

1班 産 業 振 興 班  

2班 教 育 ・ 文 化 班  

3班 ｺﾐｭﾆﾃｨ交流・行政班  

(3) 全体協議 

 

第４回：平成16年 1月 9日（金）天王町福祉センター 13:30～15:30  

○ 開催内容 

(1) 新市建設計画（素案）について説明 
１章 序論～３章新市建設の基本方針 

６章 公共施設の適正配置と整備 

４章 主要施策 

(2) 全体協議 

 

第５回：平成16年 3月 23日（火）天王町福祉センター 13:30～15:05  

○ 開催内容 

(1) 新市建設計画（素案）について説明 
４章 主要施策 

 ５章 県事業の推進 

７章 財政計画 

(2) 全体協議 

(3) 各委員コメント 



項　　目 氏 名

佐々木　吉　和

田　口　　昇　

柏　崎　重　嗣

古　山　金　悦

加　藤　裕　一

佐々木　美奈子

加　藤　金一郎

川　上　　孝　

安　井　信　英

進　藤　文　明

信　田　敏　幸

吉　澤　カホル

鎌　田　善　信

冨　浪　常　紀

　鐙　　セイ子

宇　瀬　敬　悦

新　野　建　臣

石　川　郁　子

開催日・項目 １１月２６日 開催日・項目

１．自然環境の保全

７．公園・緑地の整備

８．衛生環境の整備

９．消防・防災・交通安全の推進

２．道路の整備

３．公共交通の充実

４．市街地の整備

５．上下水道の整備

６．住環境の整備

１０．保健・医療の充実

１１．社会福祉の充実

１２．子育て支援の充実

１３．地域福祉の充実

１４．保険事業の充実

産　 　　業

産　 　　業

教育・文化

建設計画検討委員会主要施策別班編成

産　 　　業

コミュニティ・交流・行政

コミュニティ・交流・行政

教育・文化

コミュニティ・交流・行政

教育・文化

インフラ整備

保健・福祉

環　 　　境

インフラ整備

環　 　　境

保健・福祉

12月 2日

コミュニティ・交流・行政

教育・文化

産　 　　業

保健・福祉

産　 　　業

教育・文化

コミュニティ・交流・行政

産　 　　業

コミュニティ・交流・行政

教育・文化

インフラ整備

インフラ整備

保健・福祉

環　 　　境

インフラ整備

環　 　　境

保健・福祉

環　 　　境

11月26日

インフラ整備

環　 　　境

保健・福祉

２７．市民活動の促進

２８．行財政運営の効率化

２３．男女共同参画社会の形成

２４．地域間・国際交流の推進

２５．情報化の推進

２６．住民組織と行政との関係の再構築

１９．生涯学習の推進

２０．幼児・学校教育の充実

２１．文化、スポーツの振興

２２．地域コミュニティの推進

インフラ整備

保健・福祉

産　　　業

教育・文化

コミュニティ・
交流・行政

天
王
町

昭
和
町

飯
田
川
町

環　　　境

開催日ごとの検討項目

１５．農林水産業の振興

１６．商工業の振興

１７．観光・レクリエーションの振興

１８．起業の促進・支援

１２月　２日
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協議第１５号 《継続協議》 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、

平成○○年○○月○○日まで引き続き新市の議会議員として在任する。 

２．新市の議会議員の定数は、○○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 

 

 

 



協定項目番号　　６

定　数 定　数 定　数

任期満了日 任期満了日 任期満了日

１　議会議員については、市町村の合併の
特例に関する法律第７条第１項第１号の規
定を適用し、平成○○年○○月○○日まで
引き続き新市の議会議員として在任する。
２　新市の議会議員の定数は、○○人とす
る。

調整内容

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項 関係項目議会議員の定数及び任期の取扱い

１．　議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、平成○○年○○月○○日まで引き続き新
市の議会議員として在任する。
２．　新市の議会議員の定数は、○○人とする。

具体的な調整方法
天王町 昭和町 飯田川町

現　　　　　　　況

平成19年2月15日 平成17年9月29日 平成18年10月29日

２０人 １８人 １６人
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１　天王町、昭和町及び飯田川町の現状等

（単位：人）
法　　　定
議員定数

各町条例
議員定数

定数特例 在任特例
 人　　口
（平１２国調）

任　　期

天王町 26 20 20 21,687 H19.2.15
昭和町 18 18 18 8,997 H17.9.29
飯田川町 18 16 16 5,027 H18.10.29
計 62 54 52 54 35,711

２　原則（特例措置の適用なし）
　　合併前の市町村の議員はすべて身分を失い、合併後５０日以内に新たな議員の設置選挙を行う。

一般選挙

３　定数特例（特例法第６条第１項の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、法定定数の２倍以内で議員定数を設定し、合併後５０日以内に設置選挙を行う。

一般選挙

４　在任特例（特例法第７条第１項第１号の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、合併前の市町村の議員全員が合併後２年以内の期間引き続き在任する。

一般選挙（任期４年）

参考資料

２６×２

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

選挙なし 一般選挙

合併

議会の定数特例・在任特例について（新設合併）

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

地方自治法第９１条による定数
２６人以内

地方自治法第９１条による定数
の２倍の範囲

２６人×２＝５２人（上限）
地方自治法第９１条による定数

２６人以内

２年を超えない範囲で協議に
より定める期間在任 地方自治法９１条による定数

２６人以内
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参 考 資 料

県内合併協議会 議会議員の任期の取扱い

合併期日 平成 16年 11月 1日 とする。協議会で確認済
※ 人口 24,207人 法 定数 )26人(

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
11ヶ 月千畑町 ･六 郷町 ･仙 南村合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 9月 30日 22人

現在の議員定数 任期満了日
千畑町 １８人（１６人） 平成１６年 ３月３０日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人
六 郷町 １６人 平成１９年 ４月３０日
仙南村 １６人 平成１７年 ９月２９日
計 ５０人（４８人）

合併期日 平成 17年 3月 までとする。○協議会で協議中
※ 人口 92,843人 (法 定 数 )30人

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
7ヶ 月本荘由利一市七町合併協議会 ８市町 在 任 平成 17年 10月 31日 30人

現 在の議員定数 任期満了日
本荘市 ２４人 平成１９年 ４月２９日
矢島町 １６人 平成１９年 ４月２９日
岩城町 １６人 平成１６年 ７月２７日
由利町 １６人 １４人 平成１５年１２月 ７日 ※ H15.1.1選 挙 から 14人（ ）
大内町 １８人 １６人 平成１７年 ９月２９日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人（ ）
東由利町 １４人 平成１６年 ７月２２日
西目町 １４人 平成１９年 ４月３０日
鳥海町 １６人 平成１６年 ３月３０日

（ ）計 １３４人 １３０人
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参 考 資 料

合併期日 平成 17年 3月 末日以前とする。○協議会で協議中
※ 人口 33,565人 (法 定 数 )26人

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
7ヶ 月田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 10月 31日 24人

現 在の議員定数 任期満了日
田沢湖町 ２０人 平成１７年 ９月２９日
角館町 ２０人 平成１６年 ３月３０日
西木村 １６人 平成１７年 ９月２９日
計 ５６人

○協議会で協議中
合併期日 平成 17年 3月 31日 以 内とする。

※ 人口 58,504人 (法 定 数 )30人
在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
（６ヶ月）湯沢雄勝合併協議会 在 任 （平成 17年 9月 30日 ） （ 30人 ）４市町村

現 在の議員定数 任期満了日
湯沢市 ２４人 平成１９年 ４月２９日 ○平成 16年 1月 26日 協 議会
稲川町 ２０人 平成１７年 ９月２９日 において、議員 30人 、
雄勝町 １８人 平成１６年 ４月１４日 在任特例期間 6ヶ 月は賛
皆瀬村 １４人 平成１９年 ４月２９日 成少数で否決された。
計 ７６人
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参 考 資 料

合併期日 平成 17年 3月 22日 と する。○協議会で協議中
※ 人口 90,421人 法 定数 )30人(

在任特例期間合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
１年以内大曲仙北合併協議会 ８市町村 在 任 平成 18年 3月 22日 以 内 30人

現在の議員定数 任期満了日
大曲市 ２４人 平成１９年 ５月 ２日
神岡町 １６人 平成１６年 ３月３０日 ○平成 16年 2月 9日 協 議会
西仙北町 １８人 平成１６年 ２月２９日 において、議員 30人 、
中仙町 ２０人 平成１９年１１月 ２日 在任特例期間は 1年 以内

。協和町 １８人 平成１６年 ３月３０日 とすることが確認された
南外村 １４人 平成１６年 ３月３０日
仙北町 １８人 平成１６年 ３月３０日
太田町 １８人 平成１６年 ３月３０日
計 １４６人



単位：千円

番　号 任　　期 定　　数
在任特例の場合の報酬総額
（５４人の場合）　  （Ａ）

報酬総額差額
（Ａ）－（B）

２６人 ５１，６０１ ５４，９６５

２４人 ４７，６７５ ５８，８９１

２２人 ４３，７４９ ６２，８１７

２０人 ３９，８２３ ６６，７４３

２６人 １０３，２０１ １０９，９３２

２４人 ９５，３４９ １１７，７８４

２２人 ８７，４９７ １２５，６３６

２０人 ７９，６４５ １３３，４８８

２６人 １５４，８０２ １６４，８９７

２４人 １４３，０２４ １７６，６７５

２２人 １３１，２４６ １８８，４５３

２０人 １１９，４６８ ２００，２３１

２６人 ２０６，４０２ ２１９，８６４

２４人 １９０，６９８ ２３５，５６８

２２人 １７４，９９４ ２５１，２７２

２０人 １５９，２９０ ２６６，９７６

《報　酬》
 天 王 町（議長：２９５，０００円、副議長：２６５，０００円、議員：２４５，０００円）

昭和町（議長：２８５，０００円、副議長：２５５，０００円、議員：２４５，０００円）

飯田川町（議長：２７０，０００円、副議長：２４５，０００円、議員：２３０，０００円）

議会議員の身分に関する参考資料

1 ６ヶ月 ５４人
天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　　１０６，５６６

設置選挙をした場合の在任特例期間対応報酬総額
（２６人、２４人、２２人、２０人）　　　　（Ｂ）

2
天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　２１３，１３３

3

4

１年 ５４人

１年６ヶ月 ５４人

※報酬の総額に６月、１２月期末手当を含む。ただし、共済費負担金は含まず。

天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　３１９，６９９

２年 ５４人
天王町の報酬とした場合

　　　　　　　　　４２６，２６６

- 15 -



- 16 - 

協議第１６号 《継続協議》 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の

合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日ま

で引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２

号の規定による選任による委員の定数は、○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容      協定項目番号   ７                 

協 議 事 項         農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 関 係 項 目         

調整の内容 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律

第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員と

して在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定による選任によ

る委員の定数は、○人とする。  

 

 天王町 昭和町 飯田川町 

現
在
の
農
業
委
員
会
委
員
の
数
及
び
任
期 

 

＊ 総数    １７人 

 

① 選挙による委員   １０人（定数１０人） 

 

② 選任による委員    ７人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ５人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)   １，４９９ 

 

農家数 （戸)    ７２６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 総数    １５人 

 

①選挙による委員   １１人（定数１１人） 

 

②選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ９７７ 

 

農家数 （戸)   ７６６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

＊ 総数   １５人 

 

① 選挙による委員 １１人（定数１２人） 

 

② 選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦   １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ６４８ 

 

農家数 （戸)   ３６２ 

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 
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新
市
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在任特例の場合 

 

【参考】合併後の農業委員会の委員    

 ● 選挙による委員 《３２人》 

                     ＊現在の３町の農業委員が、合併の日から１年を超えない範囲で引き続き在任する。  

「市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号」 

                     天王町   １０人  

  昭和町   １１人 

  飯田川町 １１人 

 

                  ● 選任による委員 《８人以内》 

                     ＊現在の委員は合併前日に失職し、新たに選任する。  

「農業委員会等に関する法律第１２条」 

 

                               農業協同組合が推薦した理事 ２人  （１号委員） 

 農業共済組合が推薦した理事 １人  （１号委員）  

 市議会が推薦した学識経験者 ５人以内（２号委員）  

   

 

 

 

 

 

 

区  分 選任方法等 定  数 任  期 根 拠 法 令 

原 則   新たに選挙する 条例で定める数 3 年 

農業委員会等に関する法律第

3 条、第 7 条及び第 15 条の各

第 1項 
新市に 1 つの委員会を置く

場合 

特 例   

右記の定数を超えるとき

は、合併関係市町村の選

挙による委員で互選する

協議により 80 を超

えず 10 を下らない

数 

合併後 1 年を超え

ない範囲で合併関

係市町村の協議で

定める期間 

農業委員会等に関する法律第

3条、市町村の合併の特例に関

する法律第 8 条第 1 項、第 2

項 
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参 考 資 料

県内合併協議会 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

協議会で確認済

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
千畑町・六郷町・仙南村合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 7月 19日 20人

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

千 畑町 １６人 平成１７年７月１９日12人 2人 2人
六郷町 １２人 平成１７年７月１９日10人 1人 2人
仙南村 １６人 平成１７年７月１９日10人 3人 3人

32人計

協議会で確認済

農業委員会選挙人名簿数 34,857人 (平 成 14年 3月 31日 )
選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況

在 任 平成 17年 7月 19日 40と 30人大曲仙北合併協議会 ８市町村
２つの農業委員会 旧市町村ごとに選挙区を設ける ※大曲市 ･中 仙 町 ･仙 北町 ･太 田町 40人 ＋ (7)

神 岡 町 ･西 仙 北町 ･協 和 町 ･南 外村 30人 ＋ (7)
選 挙 による人数 ＋ 選任委員

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

大 曲市 ２２人 平成１７年７月１９日17人 3人 2人
神岡町 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人
西 仙北町 １６人 平成１７年７月１９日13人 1人 2人
中仙町 ２０人 平成１７年７月１９日14人 4人 2人
協和町 １５人 平成１７年７月１９日12人 1人 2人
南外村 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人
仙北町 １７人 平成１７年７月１９日12人 3人 2人
太田町 １８人 平成１７年７月１９日12人 4人 2人

100人計
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参 考 資 料

○協議会で協議中
農業委員会選挙人名簿数 7,411人 (平 成 14年 3月 31日 )

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 7月 19日 20人

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

田 沢湖町 １９人 平成１７年７月１９日14人 3人 2人
角館町 １６人 平成１７年７月１９日11人 3人 2人
西木村 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人

35人計

協議会で確認済
農業委員会選挙人名簿数 19,468人 (平 成 14年 3月 31日 )

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
湯沢雄勝合併協議会 ４市町村 在 任 平成 17年 7月 31日 40人

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

湯 沢市 ２４人 平成１７年７月１９日20人 2人 2人
稲川町 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人
雄勝町 １８人 平成１７年７月１９日15人 1人 2人
皆瀬村 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人

55人計

協議会で確認済
農業委員会選挙人名簿数 25,515人 (平 成 15年 3月 31日 )

選挙による委員合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
横手平鹿合併協議会 ６市町村 在 任 平成 17年 7月 19日 40人

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

横 手市 ２６人 平成１７年７月１９日20人 4人 2人
平鹿町 ２２人 平成１７年７月１９日18人 2人 2人
雄 物川町 ２２人 平成１７年７月１９日16人 3人 3人
大森町 １８人 平成１７年７月１９日13人 3人 2人
大雄村 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人
山内村 １６人 平成１７年７月１９日12人 2人 2人

89人計
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農 業 委 員 会 調 整 会 議 に よ る 農 業 委 員 会 の
定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い に つ い て （ 案 ）

（ 会 議 の 経 緯 ）
１ ． 日 時 平 成 １ ５ 年 ８ 月 ７ 日 （ 金 ） 午 後 ３ 時
２ ． 場 所 昭 和 町 役 場 第 ４ 会 議 室
３ ． 出 席 者 天 王 町 、 昭 和 町 、 飯 田 川 町 各 農 業 委 員 会 会 長 ３ 名 、 会 長 職 務 代 理 者 ３ 名

各 町 農 業 委 員 会 事 務 局 長 ３ 名 、 事 務 局 員 ３ 名 計 １ ２ 名
４ ． 案 件 町 村 合 併 に 基 づ く 農 業 委 員 会 委 員 の 定 数 及 び 任 期 の 取 扱 い に つ い て

※ （ 法 ） 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律
（ 施 ） 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 施 行 令

○ 農 業 委 員 会 の 数 に つ い て １ つ （ 法 第 3条 第 1号 ）→

（ 検 討 事 項 ）
１ ． 委 員 の 任 期 に つ い て 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で と す る 。→
理 由 ： 現 委 員 の 任 期 は ３ 町 と も 同 一 で あ り 、 全 国 統 一 選 挙 の 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ９ 日 ま で と す る 。

２ ． 農 業 委 員 の 定 数 （ 選 挙 委 員 ） ２ ０ 人 以 内 （ 法 7条 1号 、 施 第 2条 の 2）→
理 由 ： 地 区 の 農 家 数 1 , 8 5 4戸 を 、 秋 田 県 に お け る 選 挙 委 員 一 人 当 り の 平 均 農 家 数 ９ ３ 戸 で 割 っ て 算 出 し た 。

３ ． 農 業 委 員 の 定 数 （ 選 任 委 員 ） ６ 名→
理 由 ： こ の 管 内 に 秋 田 み な み 、 あ き た 湖 東 と 農 協 は ２ つ あ る の で ２ 名 （ 法 第 1 2条 第 1号 ） 決 定

共 済 組 合 は 秋 田 地 域 農 業 共 済 が １ つ で あ り １ 名 （ 法 第 1 2条 第 1号 ） 決 定
市 議 会 が 推 薦 し た 学 識 経 験 者 と し て 旧 町 か ら 各 １ 名 の ３ 名 と す る 。 （ 法 第 1 2条 第 2号 ） ５ 名 以 内

４ ． 選 挙 区 に つ い て ３ 選 挙 区 （ 法 第 1 0条 の 2、 施 第 5条 ）→
理 由 ： 農 地 の 地 域 的 な 実 情 を 考 慮 し 、 当 面 は 旧 町 単 位 に 選 挙 区 を 設 置 す る 。

選 挙 区 の 設 置 に よ る 委 員 の 定 数 は 、 平 成 1 6年 3月 3 1日 に 確 定 す る 登 録 選 挙 人 の 人 数 に よ り 調 整 す る 。
将 来 は １ つ の 選 挙 区 と す る 方 向 で 検 討 す る 。

３ ． 在 任 特 例 後 、 最 初 に 行 わ れ る 選 挙 は 、 農 業 委 員 会 に 旧 町 単 位 と す る 選 挙 区 を 設 置 す る 。
た だ し 、 各 選 挙 区 の 委 員 の 定 数 は 、 平 成 １ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 確 定 す る 登 録 選 挙 人 の 数 に よ り 調 整 す る 。



- 22 - 

協議第４８号 《継続協議》 

 

 

納税関係事業の取扱いについて 

 

 

 

納税関係事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ３月２６日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．納税貯蓄組合補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。 

２．納税貯蓄組合連合会については、新市において統合できるように調整に努める。補助金につい

ては、新市において調整する。 

３．法人納税組合に対する補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

４．確定申告納税相談については、当面、現行のとおりとする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目番号　　２４－４

  ２  納税貯蓄組合連合会については、新市において統合できるように調整に努める。補助金については、新市において調整する。

  ３  法人納税組合に対する補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

  ４  確定申告納税相談については、当面、現行のとおりとする。

納税貯蓄組合 ・規約、規定等 ・規約、規定等 ・規約、規定等

天王町納税貯蓄組合補助金規則 補助金なし 飯田川町納税貯蓄組合奨励規則 納税貯蓄組合補助金については、

当面、現行のとおりとし、新市に

・組合数　　　６０　組合 ・組合数　　　２８　組合 おいて調整する。

・補助金交付　６，８５８，０６０　円 ・奨励金交付　５，１３７，５４５　円

（平成１４年度決算額） （平成１４年度決算額）

＊平成１５年度をもって廃止

飯田川町

現　　　　　　　況
具体的な調整方法

  １  納税貯蓄組合補助金については、当面、現行のとおりとし、新市において調整する。

調整内容

昭和町天王町事務事業名

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項 関係項目納税関係事業
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納税貯蓄組合 　 天王町納税貯蓄組合連合会規約 　 昭和町納税貯蓄組合連合会規約 　 飯田川町納税貯蓄組合連合会規約 新市において統合できる

連合会 ように調整に努める。

・天王町納税貯蓄組合連合会 ・昭和町納税貯蓄組合連合会 ・飯田川町納税貯蓄組合連合会 補助金については、

補助金　　　　　　　　１８０，０００　　　円 補助金 　　　　　　　０　　円 補助金　　　　　　　　　　１４４，０００　円 新市において、調整する。

（平成１４年度決算額） （平成１４年度決算額）

役員 役員 役員

会長１名、副会長１名、 会長１名、副会長１名、 会長１名、副会長１名、

理事５名、監　事３名 理事５名、監事２名 理事６名、監事３名、

会計書記２名 会計１名、幹事２名、顧問１名

法人納税組合 ・飯田川町法人納税組合　　　１　組合 当面、現行のとおりとし、

補助金　　　　　　　　　　１００，０００　円 新市において調整する。

（平成１４年度決算額）

確定申告納税 １８カ所 ５カ所 １カ所

相談会場 当面、現行のとおりと

勤労青少年ホ－ム 大崎ことぶき荘 昭和町役場 飯田川町役場 する。

追分地区児童館 羽立ことぶき荘 南部児童館

出戸新町ことぶき荘 塩口ことぶき荘 上虻川集落農事集会所

上出戸分館 江川ことぶき荘 豊川コミュニティ

下出戸分館 天王ことぶき荘 湖南交流センタ－

三軒屋ことぶき荘 羽立北野分館

細谷ことぶき荘 児玉ことぶき荘

蒲沼ことぶき荘 天王町公民館

二田農村婦人の家 天王本郷コミュニ

ティセンタ－

事務事業名

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
天王町 昭和町 飯田川町

現　　　　　　　況
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参考資料

団体 金額
1 秋 田 市 317 8,493 234 5,356 ○

2 能 代 市 124 3,369 124 1,016 ○

3 横 手 市 34 1,000 34 4,700 ○

4 大 館 市 151 12,751 151 10,458 ○

5 本 荘 市 125 9,634 125 7,728 ○

6 男 鹿 市 98 4,029 77 4,176 ○

7 湯 沢 市 164 9,924 164 11,780 ○

8 大 曲 市 237 4,532 237 5,129 ○

9 鹿 角 市 282 6,757 282 4,388 ○

10 小 坂 町 1 93 1 240 ○

11 鷹 巣 町 68 2,109 68 1,766 ○

12 比 内 町 101 1,519 101 1,559 ○

13 森 吉 町 112 1,975 112 3,350 ○

14 阿 仁 町 74 1,012 74 3,205 ○

15 田 代 町 70 2,067 70 5,474 ○

16 合 川 町 118 1,627 118 4,572 ○

17 上 小 阿 仁 村 33 689 33 3,492 ○

18 琴 丘 町 73 2,409 73 4,296 ○

19 二 ツ 井 町 71 2,409 71 7,791 ○

20 八 森 町 27 1,127 27 3,170 ○

21 山 本 町 122 1,741 122 5,306 ○

22 八 竜 町 84 1,393 84 225 ○

23 藤 里 町 47 985 47 2,918 ○

24 峰 浜 村 47 1,330 47 3,474 ○

25 五 城 目 町 79 3,530 79 2,702 ○

26 昭 和 町 38 2,739 0 0 ×

27 八 郎 潟 町 30 2,171 30 1,572 ○

28 飯 田 川 町 28 1,420 28 5,138 ○

29 天 王 町 60 2,857 60 6,858 ○

30 井 川 町 104 1,254 104 3,614 ○

31 若 美 町 53 855 53 1,980 ○

32 大 潟 村 15 568 0 0 ×

33 河 辺 町 76 1,704 76 7,133 ○

34 雄 和 町 12 161 12 63 ○

35 仁 賀 保 町 138 3,311 138 4,710 ○

36 金 浦 町 40 1,532 40 200 ○

37 象 潟 町 76 2,705 76 1,751 ○

38 矢 島 町 30 740 30 773 ○

39 岩 城 町 67 1,337 67 2,628 ○

40 由 利 町 43 5,273 43 680 ○

41 西 目 町 12 1,762 12 500 ○

42 鳥 海 町 76 1,789 73 7,283 ○

43 東 由 利 町 61 1,281 61 1,383 ○

44 大 内 町 51 5,008 51 2,653 ○

45 神 岡 町 43 2,910 43 8,500 ○

46 西 仙 北 町 102 2,531 102 7,191 ○

47 角 館 町 160 2,957 160 16,277 ○

48 六 郷 町 32 531 32 882 ○

49 中 仙 町 122 2,834 122 5,339 ○

50 田 沢 湖 町 126 2,491 126 13,425 ○

51 協 和 町 71 1,985 71 5,100 ○

52 南 外 村 44 1,241 44 3,705 ○

53 仙 北 町 66 2,194 66 2,484 ○

54 西 木 村 72 1,117 72 2,999 ○

55 太 田 町 56 2,000 56 3,685 ○

56 千 畑 町 62 1,994 62 5,711 ○

57 仙 南 村 83 2,032 83 4,136 ○

58 増 田 町 41 3,067 41 5,153 ○

59 平 鹿 町 22 2,557 22 5,821 ○

60 雄 物 川 町 107 2,472 107 10,365 ○

61 大 森 町 67 957 67 5,428 ○

62 十 文 字 町 53 2,810 53 8,749 ○

63 山 内 村 8 186 8 775 ○

64 大 雄 村 1 92 1 503 ○

65 稲 川 町 74 2,780 74 3,335 ○

66 雄 勝 町 74 2,512 74 7,276 ○

67 羽 後 町 168 3,979 168 18,692 ○

68 東 成 瀬 村 1 65 0 0 ×

69 皆 瀬 村 24 714 24 1,100 ○

市 計 1,532 60,489 1,428 54,731 9

町 村 計 3,816 113,490 3,759 249,090 57

合 計 5,348 173,979 5,187 303,821 66

※　組合数及び組合員数は平成１５年７月１日現在、補助金の対象団体及び金額は平成１４
　年度実績であるため、組合数と補助金の交付団体数の合計は一致しない。

県内の納税貯蓄組合の状況（平成１４年度実績）

補助金（奨励金含）千円
区　　　分 組合員数（人）組合数 補助金等交付の有無
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協議第５５号  

 

 

保育園・幼稚園事業の取扱いについて 

 

 

 

保育園・幼稚園事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ４月１５日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

  保育園・幼稚園事業の取扱いについては次のとおりとする。 

１． 保育料については、国の基準を原則に、合併時までに調整する。ただし、旧飯田川町地区に 

居住する５歳児の保育料は、平成１７年度は全額、平成１８年度は２／３、平成１９年度は 

１／３減免した金額とする。 

２．特別保育事業については、新市において調整する。 

３．幼稚園使用料については、天王町の例による。ただし旧飯田川町地区の幼稚園使用料について

は、幼保一体化を考慮し、保育料と同一とする。 

４．幼稚園奨励補助金及びすこやか子育て支援事業費補助金については、現行のとおりとする。 

５．幼児バスの運行については、当面、現行のとおりとし、新市において運行経路等を検討する。

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目番号　　２４－１２

　　保育園・幼稚園事業の取扱いについては次のとおりとする。

１　保育料については、国の基準を原則に、合併時までに調整する。

　　ただし、旧飯田川町地区に居住する５歳児の保育料は、平成１７年度は全額、平成１８年度は２／３、平成１９年度は１／３減免した金額とする。

２　特別保育事業については、新市において調整する。

３　幼稚園使用料については、天王町の例による。ただし旧飯田川町地区の幼稚園使用料については、幼保一体化を考慮し、保育料と同一とする。

４　幼稚園奨励補助金及びすこやか子育て支援事業費補助金については、現行のとおりとする。

５　幼児バスの運行については、当面、現行のとおりとし、新市において運行経路等を検討する。

事務事業名

保育所数及び定員 保育所数及び定員 保育所数及び定員 保育料については、国の

保　育　園（所） 町立 　４箇所 町立 　３箇所 町立 　１箇所 基準を原則に、合併時まで

定員 ３３０人 定員 ２７０人 定員 １００人 に調整する。ただし、旧飯田

現員 ３０６人 １５．４．１現在 現員 ２２８人 １５．４．１現在 現員 　８３人 １５．４．１現在 川町地区に居住する５歳児

保育料 次ペ－ジ 保育料 次ペ－ジ 保育料 次ペ－ジ の保育料は、平成１７年度

は全額、平成１８年度は

２／３、平成１９年度は

１／３減免した金額とする。

障害児保育 全園 障害児保育 全園 障害児保育 全園（飯田川保育園） 新市において調整する。

特別保育事業 乳児保育 指定園（二田保育園） 乳児保育 指定園（中央保育園） 乳児保育 全園（飯田川保育園）

指定園（湖岸保育園）

指定園（追分乳児保育所）

一時保育 全園（飯田川保育園）

関係項目

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

天王町 昭和町 飯田川町

協議事項

調整内容

保育園・幼稚園事業
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国

階層
区分

階層
区分

階層
区分

階層
区分

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

6,700 4,700 4,700 9,000 6,000 6,000 9,000 6,000 6,000 9,000 6,000 6,000

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

17,000 12,400 12,400 19,500 16,500 16,500 19,500 16,500 16,500 19,500 16,500 16,500

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

25,000 20,300 20,300 30,000 27,000 27,000 30,000 26,000 26,000 30,000 27,000 27,000

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

35,000 30,100 30,100 37,000 30,000 30,000 40,000 30,000 30,000 44,500 41,500 41,500

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

42,400 35,000 31,200 45,000 33,000 33,000 45,000 31,000 31,000 61,000 58,000 58,000

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

49,000 37,500 31,200 49,000 35,000 35,000 51,000 32,000 32,000 80,000 77,000 77,000

＊５歳児は無料

第７

所得税408,000円以上

所得税64,000円以上160,000円未満

第５

第６

所得税160,000円以上408,000円未満

第３

市町村民税課税世帯

第４

所得税64,000円未満

平成１６年度保育料徴収金基準額表

第１第１

生活保護法による被保護世帯

第２

生活保護法による被保護世帯

市町村民税非課税世帯

平成１６年度保育料徴収金基準額表

天王町 昭和町

現　　　　　　　況

飯田川町

第２

市町村民税非課税世帯

第３

市町村民税課税世帯

第４

所得税64,000円未満

第５

所得税64,000円以上160,000円未満

第６

所得税160,000円以上408,000円未満

第７

所得税408,000円以上

平成１６年度保育料徴収金基準額表

第１

生活保護法による被保護世帯

第２

市町村民税非課税世帯

第３

市町村民税課税世帯

第４

所得税64,000円未満

第５

所得税64,000円以上160,000円未満

第６

所得税160,000円以上408,000円未満

第７

所得税408,000円以上

市町村民税非課税世帯

第３

市町村民税課税世帯

平成１６年度保育所徴収金基準額表

第１

生活保護法による被保護世帯

参　考　資　料

第６

所得税160,000円以上408,000円未満

第７

所得税408,000円以上

第４

所得税64,000円未満

第５

所得税64,000円以上160,000円未満

第２

- 28 -



事務事業名

幼稚園数及び定員 幼稚園数及び定員

幼稚園 町立 　２箇所 なし 町立 　１箇所 幼稚園使用料については、

定員 ３６０人 定員 ２００人 天王町の例による。ただし

現員 ２３０人 １５．５．１現在 現員 　５９人 １５．５．１現在 旧飯田川町地区の幼稚園

使用料については、幼保

幼稚園の使用料　年額 　６６，０００円 なし 保育料と同一 一体化を考慮し、保育料と

給食費 　　〃 　４４，４００円 同一とする。

教材費等 　　〃 　１２，１２０円

計 　１２２，５２０円

幼稚園奨励補助金 対象 　 　 現行のとおり

満３歳児、３歳児、４歳児及び５歳児 左に同じ 左に同じ

すこやか子育て支援 対象 現行のとおり

事業費補助金 　○　　第１子で１歳に満たない園児 左に同じ 左に同じ

　○　　第３子以降

幼児バス運行 運行対象地域 運行対象地域 当面、現行のとおりとし、

新市において運行経路

二田保育園 天王、東湖小学校区 なし 若竹幼児教育 飯田川町全域 等を検討する。

湖岸保育園 湖岸、天王地域 センタ－

追分保育園 追分、出戸小学校区

天王幼稚園 天王小学校区

出戸幼稚園 出戸小学校区

幼稚園の使用料

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町
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協議第５６号  

 

 

学校教育関係事業の取扱いについて 

 

 

 

学校教育関係事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年 ４月１５日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．奨学金貸付事業については、当面、現行のとおりとし、新市において、速やかに統合できるよ

う調整に努める。 

２．修学旅行助成事業については、合併時に廃止する。 

３．要保護・準要保護児童生徒就学援助及び特殊教育就学奨励制度については、現行のとおりとす

る。 

４．学校給食については、現行のとおりとする。 

５．遠距離通学費補助事業については、合併時に廃止する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協定項目番号　２４－２５

１．　奨学金貸付事業については、当面、現行のとおりとし、新市において、速やかに統合できるよう調整に努める。

２．　修学旅行助成事業については、合併時に廃止する。

３．　要保護・準要保護児童生徒就学援助及び特殊教育就学奨励制度については、現行のとおりとする。

４．　学校給食については、現行のとおりとする。
５．　遠距離通学費補助事業については、合併時に廃止する。

事務事業名

奨学金貸付事業 名称　天王町育英会奨学金 名称　昭和町育英会奨学金 名称　飯田川町奨学資金

予算　奨学金補助（育英基金条例） 予算　育英会資金特別会計（育英会規則、 予算　奨学金補助（奨学資金貸し付け要綱） 新市において、速やかに

育英費貸与規則） 統合できるように、調整

貸付対象 貸付対象 貸付対象 に努める。

高等学校（これと同程度の学校）以上に 中卒専門学校、高等学校、高卒専門学校、 高等学校、大学

在学する生徒 大学生、大学院生 飯田川町に本人が住所を有する者

天王町に２年以上在任する住民の子弟 昭和町に１年以上居住し、経済事情の

学資金の支弁が困難である家庭の者 ある学生

育英会奨学金　　８２，９８８千円 育英会奨学金　　１３，４４０千円 飯田川町奨学資金　　２，９０１千円

貸付金額 貸付金額 貸付金額

高等学校　　　　　　　　　月額１万３千円以内 中学校卒専門学校、高等学校

高等専門学校              月額１万５千円以内

各種専修学校、短大、大学 高校卒専門学校、大学生、大学院生

　　　　　　　　　　　　　　　　　月額３万円以内

貸付方法 貸付方法 貸付方法

年12期に分けて貸与 年一括貸与 年一括貸与

貸付期間 貸付期間 貸付期間

貸与を受けた月から、その学校における 貸与を受けた月から、その学校における 貸与を受けた月から、その学校における

正規の就業時間 正規の就業時間 正規の就業時間

貸付利子 無利子 貸付利子 無利子 貸付利子 無利子

返還方法 返還方法 返還方法

卒業後１年据置後、貸与期間の倍の期間 卒業後６ヶ月据置、大学卒業者８年以内、 卒業後６ヶ月据置、６年以内

但し、貸与期間が４年以上の場合は８年 高校卒業者５年以内 月賦

元金均等月賦方式あるいは一時金返還 年賦または半年賦

選考委員会 理事会

理　　事 １５　名  　任　期 ２　年 理　　事 ８　名  　　任　期 ２　年

年額　２０万円　　

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

月額　１万円以内　　

当面、現行のとおりとし、

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

年額　１５万円　　

学校教育関係事業 関係項目
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事務事業名

修学旅行助成金   児童　　　未実施   児童        1,500円/1人 合併時に廃止する。

（町単独事業）   引率　　16,000円/1人   引率   　 33,600円/1人

  引率　　40,000円/1人

要保護・準要保護児 対象（要）

童生徒就学援助及び 児童または生徒の保護者が、生活保護法 現行のとおり

特殊教育就学奨励費 第６条第２項に規定する要保護者である

補助金 場合 左に同じ 左に同じ

対象（準）

児童または生徒の保護者が、生活保護法

第６条第２項に規定する要保護者に準ず

る程度に困窮している場合

学校給食 完全給食 週５回 完全給食 週５回 完全給食 週５回 現行のとおり

調理方式 単独校調理場（自校方式） 調理方式 単独校調理場（自校方式） 調理方式 単独校調理場（自校方式）

給食費 天王小学校 年　49,920円 給食費 大久保小学校 年　48,450円 給食費 飯田川小学校 年　49,000円

出戸小学校 年　48,187円 豊川小学校 年　50,100円 ※　256円/食

東湖小学校 年　47,802円 ※　両校とも　255円/食

追分小学校 年　48,000円

天王中学校 年　54,054円

天王南中学校 年　53,863円 完全給食　　　　　週５回

※　小学校は252円/食 調理方式　　　　　単独校調理場（自校方式）

　 　中学校は285円/食 給食費　　　　 　　年　61,000円　　　307円/食

 遠距離通学費 対象者 合併時に廃止する。

 補助事業 大久保小学校へ路線バスを利用

 （小学校） して通学する児童（大清水地区）

補助内容

バス定期代（全額）

年２回

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

小学生

  児童    　　800円/1人

未実施

　未実施

小学生

中学校

小学生

中学校

　未実施

　未実施

未実施

　　 羽城中学校

中学校
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協議第５７号  

 

 

年末年始の休日の取扱いについて 

 

 

 

年末年始の休日の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

平成１６年 ４月１５日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 

新市の年末年始の休日は、１２月２９日から翌年の１月３日までの日とする。 

 
 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



事務事業名

・１２月２９日から翌年の ・１２月３１日から翌年の ・１２月２９日から翌年の

　　１月３日までの日 　　１月５日までの日 　　１月３日までの日

改正年月日　

改正趣旨

町民の社会経済生活等に配慮し改正。

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

年末年始の休日 関係項目

新市の年末年始の休日は、１２月２９日から翌年の　１月　３日までの日とする。

協定項目番号　２４－２９

新市の年末年始の休日
は、１２月２９日から翌年
の１月３日までの日とす
る。

年末年始の休日

天王町 昭和町 飯田川町
具体的な調整方法

現　　　　　　　況

平成13年3月23日

昭和町の休日を定める条例

- 34 -



- 35 - 

協議第５８号  

 

 

新市建設計画について 

 

 

 

新市建設計画について、別紙のとおり提案する。 

 

平成１６年 ４月１５日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 

 
 
 
平成  年  月  日確認 
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次 回 開 催 日 について 

 

 

第１４回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ５月２０日（木） 午後２時～ 
開催場所  天王町福祉センター 

 

 

第１５回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ６月１７日（木） 午後２時～ 
開催場所  飯田川町公民館 

 

 

 
 

 

 

 

 




